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配
慮
措
置
の
適
用
で
払
い
戻
し
と
な
る

人
は
、高
額
療
養
費
と
し
て
、事
前
に
登
録

さ
れ
て
い
る
高
額
療
養
費
の
口
座
へ
後
日

払
い
戻
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
７
月
に
発
送
す
る
保
険
証
に

同
封
し
て
い
る「
後
期
高
齢
者
制
度
の
し

お
り
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
後
期
高
齢
者
窓
口
負
担
割
合
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

☎︎
０
１
２
０(

０
０
２)

７
１
９

※
月
～
土
曜
日(

祝
日
は
除
く)

、９
時
～

18
時

【
被
保
険
者
証
の
送
付
】

　
今
年
は
８
月
１
日
と
10
月
１
日
に
被
保

険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す
。

　
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
被
保
険
者

証(

水
色)

は
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
、１
割
ま
た

は
３
割
で
す
。詳
細
は
被
保
険
者
証
に
同

封
し
て
い
る
文
書
を
確
認
す
る
か
、問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
有
効
期
限　
令
和
４
年
９
月
30
日
ま
で

※
10
月
１
日
か
ら
の
被
保
険
者
証(

桃
色)

は
、９
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。自
己
負
担

割
合
は
１
割
、２
割
ま
た
は
３
割
で
す
。

【
限
度
額
適
用
認
定
証
、限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
送
付
】

●
認
定
証
を
８
月
に
更
新
し
ま
す

　

現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、７
月

31
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
、８
月
１

日
か
ら
も
認
定
証
が
該
当
す
る
人
に
は
、

新
し
い
認
定
証
を
被
保
険
者
証
と
は
別
に

７
月
下
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。

※
認
定
証
は
10
月
の
更
新
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
新
た
に
交
付
を
希
望
す
る
人
は
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の　
被
保
険
者
証

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
通
知
の
送
付
】

　

前
年
の
所
得
金
額
と
、世
帯
の
状
況
を

も
と
に
算
定
し
た
令
和
４
年
度
保
険
料
通

知
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

●
保
険
料
率

▽
均
等
割
額　
５
万
６
４
３
５
円

▽
所
得
割
率　
10・54
パ
ー
セ
ン
ト

▽
賦
課
限
度
額　
66
万
円

問
国
保
年
金
課 

医
療
年
金
担
当

　

10
月
１
日
か
ら
、後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者(

75
歳
以
上
の
人
な
ど)

で
一
定

以
上
の
所
得
の
あ
る
人
は
、現
役
並
み
所

得
者(

窓
口
負
担
割
合
３
割)
を
除
き
、医

療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま

す
。

【
見
直
し
の
背
景
】

　

令
和
４
年
度
以
降
、団
塊
の
世
代
が
75

歳
以
上
と
な
り
始
め
、医
療
費
の
増
大
が

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
う
ち
、窓
口

負
担
を
除
い
て
約
４
割
は
現
役
世
代(

子

や
孫)

の
負
担(

支
援
金)

と
な
っ
て
お
り
、

今
後
も
拡
大
し
て
い
く
見
通
し
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

今
回
の
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
は
、

現
役
世
代
の
負
担
を
抑
え
、国
民
皆
保
険

制
度
を
未
来
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
の
も

の
で
す
。

【
負
担
を
抑
え
る
配
慮
措
置
が
あ
り
ま
す
】

　

10
月
１
日
の
施
行
後
３
年
間(
令
和
７

年
９
月
30
日
ま
で)

は
、２
割
負
担
と
な
る

人
に
つ
い
て
、１
カ
月
の
外
来
医
療
の
窓

口
負
担
増
加
額
を
３
０
０
０
円
ま
で
に
抑

え
ま
す
。(

入
院
の
医
療
費
は
対
象
外)

※
同
一
の
医
療
機
関
で
の
受
診
に
つ
い
て

は
、上
限
額
以
上
窓
口
で
支
払
わ
な
く
て

よ
い
取
り
扱
い
で
す
。

　

複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場
合

は
、１
カ
月
の
負
担
増
加
額
が
３
０
０
０

円
を
超
え
た
も
の
を
払
い
戻
し
ま
す
。

一い
っ

定て
い

以い

上じ
ょ
う

の
所し

ょ

得と
く

の
あ
る
後こ

う

期き

高こ
う

齢れ
い

者し
ゃ

医い

療り
ょ
う

被ひ

保ほ

険け
ん

者し
ゃ

の
負ふ

担た
ん

割わ
り

合あ
い

が
変か

わ
り
ま
す

歳以上の後期高齢者の医療費の財源内訳
総額約 兆円 ※令和４年度予算案ベース

公費 税金 兆円

現役世代からの支援金 兆円

後期高齢者医療の保険料 兆円

窓口負担 兆円

その他

厚生労働省「後期高
齢者医療制度改正
の周知広報用リー
フレット」より
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窓口負担割合２割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します
● 世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、 歳以上の人※1の課税所得※ や
年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
令和３年中の所得をもとに、令和４年 月頃から判定が可能になり、
月頃に被保険者証を送ります

いるいない

１人だけ ２人以上

万円
未満

万円
以上

万円
未満

万円
以上

世帯全員が

１割 １割 ２割
世帯全員が

１割
世帯全員が

２割
世帯全員が

３割

該当しない該当する

現役並み所得者※4に該当するか

世帯内 歳以上の人※1のうち
課税所得※2が 万円以上の人がいるか

世帯に 歳以上の人※1が
２人以上いるか

「年金収入※3 その他の
合計所得金額※5」が

万円以上か

「年金収入※3 その他の
合計所得金額※5」の
合計が 万円以上か

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の人 65～74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む

※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額 前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、
所得控除 基礎控除や社会保険料控除など などを差し引いた後の金額 です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の人。

※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和4年7月号11
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●
強
調
月
間
の
主
な
取
り
組
み

　
同
和
問
題
の
解
決
の
た
め
に
本
市
で
も

次
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。　　
　

〇
同
和
問
題
講
演
会

日
７
月
23
日
㈯

内
演
題　
「
ふ
る
さ
と
、筑
紫
野
で
学
ん

だ
こ
と
」

・
講
師　

前
田 

隆
夫
さ
ん(

西
日
本
新
聞

社
論
説
委
員)

〇
啓
発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
お
よ
び
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配
布

日
７
月
１
日
～
31
日

場
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
カ

ミ
ー
リ
ヤ
な
ど
の
施
設

〇
人
権
問
題
に
関
す
る
書
籍
の
紹
介

日
７
月
１
日
～
31
日

場
市
民
図
書
館
特
設
コ
ー
ナ
ー

○
人
権
ポ
ス
タ
ー・標
語
の
展
示

日
７
月
13
日
～
28
日

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

〇「
人
権
メ
ッ
セ
ー
ジ
」募
集
！

　

皆
さ
ん
か
ら
の
あ
た
た
か
い「
人
権

メ
ッ
セ
ー
ジ
」を
募
集
し
ま
す
。標
語
や
作

文
、写
真
な
ど
形
式
は
問
い
ま
せ
ん
。

締
７
月
末
日
ま
で

▽
応
募
先　
教
育
政
策
課

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況
に

よ
っ
て
、予
定
し
て
い
る
取
組
を
中
止
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
水
平
社
創
立
大
会
宣
言（
水
平
社
宣
言
）」

が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
水
平
社
宣
言
は
、「
差
別
を
受
け
て
き
た

人
々
が
立
ち
上
が
り
、自
ら
を
誇
り
、人
を

尊
敬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
々

が
平
等
な
社
会
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
」と

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。そ
し
て
、最
後
に

は
、「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、人
間
に
光
あ
れ
」

と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
お
り
、世
界
に

誇
り
得
る
人
権
宣
言
で
も
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
微
力
で
す
が
、

無
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。日
本
だ
け
で
な

く
、世
界
中
が
混
沌
と
す
る
時
代
に
な
り

つ
つ
あ
る
今
、水
平
社
宣
言
の
理
念
を
も

う
一
度
か
み
し
め
、誰
も
が
安
全
で
安
心

し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
平
和
な
社
会
を
一

つ
ず
つ
築
き
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

最
大
の
人
権
侵
害
が
…
。

　

３
年
来
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、生
活
に
苦

し
む
人
々
が
増
え
、子
ど
も
の
貧
困
や
虐

待
な
ど
も
増
え
て
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
の
間
、人
と
人
と
が
思
い
や

り
、社
会
全
体
で
支
え
合
っ
て
い
く
こ
と

の
大
切
さ
を
実
感
さ
れ
た
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
。し
か
し
、そ
の
最
中
に
飛
び
込
ん

だ
の
が
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
報
道
で
す
。

　

テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
の
映
像
で
は
、子
ど

も
や
女
性
、高
齢
者
や「
障
が
い
」を
も
っ

て
い
る
人
た
ち
な
ど
が
悲
惨
な
被
害
に

あ
っ
て
い
る
様
子
が
映
し
出
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
さ
に
、平
時
で
も
き
つ
い
立
場
に
置

か
れ
て
い
る
人
々
の
生
活
を
破
壊
し
、命

を
奪
う
戦
争
は
、「
最
大
の
差
別
で
あ
り
、

人
権
侵
害
で
あ
る
」と
い
う
言
葉
が
浮
か

ん
で
き
ま
す
。

７
月
は「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」

　
福
岡
県
で
は
、７
月
を「
同
和
問
題
啓
発

強
調
月
間
」と
位
置
づ
け
、各
市
町
村
で
も

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。「
部

落
差
別
は
な
く
な
っ
た
」「
同
和
問
題
は
解

決
し
た
」と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、今
も
ま

だ
厳
し
い
差
別
の
現
実
が
あ
り
ま
す
。不

動
産
取
得
に
関
わ
る
問
い
合
せ
が
あ
っ
た

り
、さ
ら
に
は
、匿
名
で
ネ
ッ
ト
に
差
別
書

き
込
み
を
し
た
り
、解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
。

　

同
和
問
題
の
解
決
は
、行
政
の
責
務
で

あ
り
、国
民
的
課
題
で
す
。部
落
差
別
解
消

推
進
法
で
も
、「
部
落
差
別
は
許
さ
れ
な

い
」「
部
落
差
別
の
な
い
社
会
を
つ
く
る
」

と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。私
た
ち
一
人
ひ

と
り
に
、部
落
差
別
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る

差
別
を
な
く
す
た
め
何
が
で
き
る
か
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
。

水
平
社
宣
言
か
ら
１
０
０
年

　

１
９
２
２(

大
正
11)

年
３
月
、苛
酷
な

差
別
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
被
差
別
地
区
の

人
々
に
よ
っ
て
全
国
水
平
社
が
結
成
さ

れ
、日
本
最
初
の
人
権
宣
言
と
い
わ
れ
る

誰だ
れ

も
が
安あ

ん

全ぜ
ん

で
安あ

ん

心し
ん

し
て
暮く

ら
せ
る
社し

ゃ

会か
い

を

︱
７
月が

つ

の
同ど

う

和わ

問も
ん

題だ
い

啓け
い

発は
つ

強き
ょ
う

調ち
ょ
う

月げ
っ

間か
ん

に
寄よ

せ
て
︱
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
に
対
し
、子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
額　
児
童
一
人
あ
た
り
一
律
５
万

円●
支
給
対
象
者
お
よ
び
支
給
手
続

【
ひ
と
り
親
世
帯
の
対
象
者
】

① 

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
は
申
請
不
要
で
す
。対
象
者
に
は

通
知
の
上
、手
当
支
給
口
座
に
６
月
末

に
支
給
予
定
で
す
。

② 

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
お
り
、令

和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
な
い
人(

児
童
扶
養
手
当
に

係
る
支
給
制
限
限
度
額
を
下
回
る
人
に

限
る)

③ 

感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

す
る
な
ど
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
と
同
水
準
と
な
っ
て
い
る
人

※
②
、③
に
該
当
す
る
人
は
申
請
が
必
要

で
す
。

HP
市
HP
→「
子
育
て
」→「
手
当
・
医
療
費

助
成
・
給
付
金
」→「
子
育
て

世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

(

ひ
と
り
親
世
帯
分)

」

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
対
象
者
】

　
次
の
④
、⑤
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
人

④ 

令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満

の
児
童(

障
が
い
児
に
つ
い
て
は
20
歳

未
満)

を
養
育
す
る
父
母
な
ど

※
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新

生
児
も
対
象

⑤ 
令
和
４
年
度
分
の
市
民
税(

均
等
割)

が

非
課
税
の
人
ま
た
は
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
令
和
４

年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
市
民
税
非

課
税
相
当
と
な
っ
た
人

HP
市
HP
→「
子
育
て
」→「
手

当
・
医
療
費
助
成
・
給
付
金
」

→「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金(

ひ
と
り
親
世

帯
以
外
分)

」

　
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
で
、市
民
税

非
課
税
の
人
は
申
請
不
要
で
す
。対
象
者

に
は
通
知
の
上
、手
当
支
給
口
座
に
７
月

下
旬
に
支
給
予
定
で
す
。

　

そ
れ
以
外
の
人(

高
校
生
の
み
養
育
者

や
家
計
急
変
者)

は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
保
育
児
童
課

子こ

育そ
だ

て
世せ

帯た
い

生せ
い

活か
つ

支し

援え
ん

特と
く

別べ
つ

給き
ゅ
う

付ふ

金き
ん

　
九
州
の
古
墳
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た

め
、古
墳
や
出
土
品
を
紹
介
す
る
九
州
古

墳
カ
ー
ド
が
各
地
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま

す
。そ
こ
に
新
た
に
五
郎
山
古
墳
の
カ
ー

ド
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
五
郎
山
古
墳
の
壁
画
は
他
の
古
墳
と
比

べ
、狩
り
や
葬
送
の
風
景
を
表
し
た
具
象

画
が
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
を

学
べ
る
10
種
類
の
カ
ー
ド
を
用
意
し
ま
し

た
。

　
カ
ー
ド
は
5
回
に
分
け
て
配
布
を
行
い

ま
す
。ぜ
ひ
カ
ー
ド
を
手
に
取
っ
て
、五
郎

山
古
墳
の
魅
力
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
配
布
期
間　

　
７
月
１
日
～
令
和
５
年
９
月
30
日

●
配
布
場
所　

　
歴
史
博
物
館
、五
郎
山
古
墳
館

●
配
布
方
法

　

施
設
の
受
付
に
て
、1
人
に
つ
き
1
枚

無
料
で
配
布
し
ま
す
。

※
無
く
な
り
次
第
、配
布
を
終
了
し
ま
す
。

※
予
約・お
取
り
置
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
特
典

　

カ
ー
ド
を
全
種
類
集
め
る
と
、五
郎
山

古
墳
の
特
製
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
ま
す
。

問
文
化
財
課 

保
存
活
用
担
当

☎︎(

９
２
１)

８
４
１
９

五ご

郎ろ

う

山や

ま

古こ

墳ふ

ん

の
九き

ゅ
う

州し
ゅ
う

古こ

墳ふ

ん

カ
ー
ド
を

配は

い

布ふ

し
ま
す

騎馬人物（弓を引く）

お
も
て

う
ら

配布期間

 筑紫野市
歴史博物館

五郎山
古墳館

7月
9月

10月
12月

1月
3月

4月
6月

7月
9月

令和4年 令和 5年

〜〜 〜 〜 〜
配布場所

鳥 力士
弓を引く
人物 巫女 奥壁

騎馬人物
（弓を引く） 船 墳丘

騎馬人物
（盾をもつ） 靭（矢入れ）

ゆぎ

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和4年7月号13



NEWS PICK UP

区　　分 ３歳児から５歳児

NEWS PICK UP

日
時
・
期
間
　
　場
所
　
　対
象
　
　内
容
　
　定
員
　 

　料
金
　
　持
参
物
　
　締
切
　
　申
し
込
み
先

問
い
合
わ
せ
先
　
　電
話
番
号
　
　フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
　
　

電
子
メ
ー
ル
　 

　ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

☎

 日 

 場 

 問 

 内 

 対 

 定 

料

HP

FAX

持

申

 締 

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
を
使
っ

て
、日
々
の
運
動
や
食
生
活
、健
診
な
ど
の

健
康
記
録
を
入
力
す
る
と
、ポ
イ
ン
ト
が

貯
ま
る
健
康
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
事
業
を
実

施
し
ま
す
。家
族
や
友
人
を
誘
っ
て
、楽
し

く
お
得
に
、健
康
づ
く
り
を
始
め
ま
せ
ん

か
。

対
20
歳
以
上
の
市
民

●
実
施
期
間　
７
月
１
日
㈮
～
12
月
31
日

㈯●
抽
選
に
つ
い
て

　

貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
に
応
じ
て
、地
元

商
品
な
ど
が
抽
選
で
当
た
り
ま
す
。（
当
選

発
表
は
令
和
５
年
２
月
予
定
）

【
期
間
中
に
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
】

①
３
０
０
０
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
人

「
ち
く
し
の
シ
ー
ル
会
ギ
フ
ト
券
」

１
０
０
人
程
度

②
５
０
０
０
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
人

「
地
元
商
品
」30
人
程
度

●
参
加
方
法

① 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に「
ふ
く
お
か
健
康

ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
」を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
。

② 

ア
プ
リ
の「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
応
募
ボ
タ

ン
」か
ら「
筑
紫
野
市
健
康
づ
く
り
ポ
イ

ン
ト
事
業
」を
選
択
し
、登
録
す
る
。

※
ア
プ
リ
以
外
に
記
入
用
紙
で
の
参
加
も

可
能
で
す
。記
入
用
紙
は
カ
ミ
ー
リ
ヤ（
健

康
推
進
課
窓
口
）、市
役
所(

国
保
年
金
課

窓
口
）、各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
配

布
し
ま
す
。

●
詳
し
い
内
容
や
ア
プ
リ

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
方
法

は
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
健
康
推
進
課

☎︎(

９
２
０)
８
６
１
１

健け
ん

康こ
う

づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
事じ

業ぎ
ょ
う　
参さ

ん

加か

者し
ゃ

募ぼ

集し
ゅ
う

　
詳
細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ・試
験
案
内
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
一
次
試
験
日　
９
月
18
日
㈰

●
試
験
場
所　
福
岡
女
子
短
期
大
学(

太

宰
府
市
五
条
４-

16-

１)

●
申
込
方
法

▽ 

電
子
申
請　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請

ペ
ー
ジ
へ
ア
ク
セ
ス

▽ 

持
参
、郵
送　

申
込
書
と
返
信
用
封
筒

を
提
出

●
申
込
期
間　
７
月
11
日
㈪
８
時
30
分
～

８
月
15
日
㈪
17
時
ま
で

●
試
験
区
分(

試
験
問
題
の
程
度)

採
用
予
定
人
数・受
験
資
格

▽ 

一
般
事
務(

大
学
卒
程
度)

若
干
名
・
平

成
７
年
４
月
２
日
～
平
成
13
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

▽ 
保
育
士(

高
校
卒
程
度)

１
人
・
昭
和
57

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
で
、

保
育
士
資
格
を
有
す
る
人
ま
た
は
令
和

５
年
３
月
31
日
ま
で
に
資
格
を
取
得
見

込
み
の
人

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該
当
す
る
人

は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
試
験
案
内
配
付
場
所　
市
役
所(

総
合

案
内
・
人
事
課)

、各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
ほ
か
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
。郵
送
に
よ
る
請
求
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
問
人
事
課

筑
紫
野
市
職し

ょ
く

員い
ん

採さ
い

用よ
う

試し

験け
ん

さまざまな分野で活躍する新規採用職員
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